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重要事項説明書 
 

＜令和６年６月１日現在＞ 

 

 

１ 事業者（法人）の概要 

名 称 ・ 法 人 種 別 社会福祉法人 恵和福祉会 

代 表 者 名  理事長  西澤 寬俊  

所 在 地 ・ 連 絡 先 
（住所）〒０９２-００３０ 網走郡美幌町字稲美１０５番地の７ 

（電話）０１５２-７３-１２１５ （FAX）０１５２‐７３‐１２１７ 

  

２ 事業所の概要 

⑴ 事業所名称及び事業所番号 

事 業 所 名 すろー・らいふ美幌 デイサービス 

所 在 地 ・ 連 絡 先 
（住所） 〒０９２-０００５   網走郡美幌町字野崎１１番地の１ 

（電話） ０１５２-７３-５２１２ （FAX） ０１５２‐７３-５２１４ 

事 業 所 番 号  ０１９５２０００２７ 

管 理 者 の 氏 名  太田 和幸 

利 用 定 員  １日１２名 

⑵ 職員の体制 

職 職務の内容 人員数 

管  理  者 

１ 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行います。 

２ 当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令

を行います。 

常勤１名 

生活相談員 

1 利用者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができる

よう、生活指導及び入浴、排せつ、食事等の介護に関する相談及び援

助などを行います。 

２ 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能

訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等

を記載した介護計画を作成するとともに利用者等への説明を行い、同意

を得ます。 

３ 利用者へ通所介護計画を交付します。 

４ 実施状況の把握及び通所介護計画の変更を行います。 

常勤１名以上 

 

介 護 

従 業 者 

１ 通所介護計画に基づき、必要な日常生活上の世話及び介護を行いま

す。 

２ それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状

況及び目標の達成状況の記録を行います。 

常勤２名以上 

 

機 能 訓 練 

指 導 員 

１ 通所介護計画に基づき、その利用者が可能な限りその居宅において、そ

の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓

練を行います。 

非常勤１名 
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⑶ 事業の実施地域 

実 施 地 域 美幌町全域 

⑷ 営業日 

営 業 日 営 業 時 間 

月～金曜日（祝日含む） 
（12月 30日～1月 3日休業） 

営業時間 ８：３０～１７：００ 

サービス提供時間 ８：４５～１６：００（７時間以上８時間未満） 

但し、時間延長対応も相談可能 

 

３ サービスの内容及び費用 

⑴ サービス内容 

種    類 内     容 

利用者居宅への送迎 

事業所が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの間の送迎

を行います。ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困

難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。 

日常生活 

上の世話 

食事の提供及び

介助 
食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行います。 

入浴の提供及び

介助 

入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴又はシャワー浴、洗

髪などを行います。入浴サービスの利用は任意です。 

排せつ介助 介助が必要な利用者に対して、排泄の介助、おむつ交換を行います。 

更衣介助 介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行います。 

移動･移乗介助 
介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介助を行い

ます。 

服薬介助 
介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、

服薬の確認を行います。 

機能訓練 

日常生活動作を

通じた訓練 

利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作

を通じた訓練を行います。 

レクリエーションを

通じた訓練 

利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操などを

通じた訓練を行います。 

機能訓練指導員

による機能訓練 

利用者の能力に応じて、専門的知識に基づき、身体機能の低下を防

止する訓練を行います。 

 創作活動など 利用者の選択に基づき、趣味･趣向に応じた創作活動等を提供します。 

⑵ 費用 

原則として利用料金表（別紙１）は、利用者の負担割合により料金は異なります。 

① 料金算定の基本となる時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、利用者の居宅サービス計画 

に定められたサービスにかかる標準的な時間を基準とします。 

② 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があり

ます。その場合、利用者は利用料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換

えにサービス提供証明書と領収証を発行します。 

⑶ 介護保険給付対象外サービス  

① 食費  事業所が食事を準備した方は、実費をいただきます。 

② 入浴用品代 入浴に使用する物品は選択により実費をいただきます。 

③ その他の費用 

サービスの中で提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係わる費用であって、 

利用者に負担させることが適当と認められる費用は、利用者の負担となります。 

⑷ 利用料等のお支払方法 

利用料等につきましては、当該月の利用料分を末日で締め、翌月の１５日前後に請求書を送付いたしますの

で、送付月の末日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。 

① ゆうちょ銀行口座からの自動引き落とし 

② 指定口座への振り込み  振込先：網走信用金庫 美幌支店 普通 ０３８０５６３ 

                           社会福祉法人 恵和福祉会 理事長 西澤 寛俊 
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 ４ 事業の目的及び運営方針 

⑴ 事業目的 

本事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、円滑な運営管理を

図るとともに、要介護状態（介護予防にあっては要支援状態）の利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の

立場に立った適切なサービスの提供を確保することを目的とする。 

⑵ 運営方針 

① 事業の提供にあたっては、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持又は向上を目指し、必

要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維

持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るものとする。 

事業の提供にあたっては、要支援状態となった場合においても、その認知症である利用者が可能な限りそ

の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行

うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すも

のとする。 

② 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものと

する。 

③ 事業所は、利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとす

る。 

④ 事業所は、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、地域住民との連携

に努めるものとする。 

⑤  事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対

し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。 

⑥ 事業所は、サービスを提供するに当たっては、介護保険法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関

連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 

⑦ サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支

援事業者へ情報の提供を行う。 

 

５ サービス内容に関する苦情相談窓口 

当事業所苦情相談窓口 
担当者 菅原 卓治  受付 平日８：３０～１７：００ 

電話（０１５２）７３-５２１２  

美幌町保健福祉課高齢介護グループ 
網走郡美幌町字東２条北２丁目２５番地１ 

電話（０１５２）７７-６５４３ 

北海道国民健康保険団体連合会 

総務部介護保険課企画・苦情係 

札幌市中央区南２条西１４丁目 国保会館内 

電話(０１１)２３１-５１６１ 

苦情を受け付けた場合は、担当者が事実関係を確認し、その結果並びに改善方法等について、検討後

に報告します。 

 

６ サービスの第三者評価の実施状況について 

当該サービスで提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行っています。 

【実施の有無】 無し 

【実施した直近の年月日】  

【第三者評価機関の名称】  
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【評価結果の開示状況】  

 

７ 非常災害時の対策 

⑴ 事業所に災害対策に関して防火管理者を置き、非常災害対策に関する取り組みを行います。 

⑵ 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、非常災害時の関係

機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。 

⑶ 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

避難訓練実施時期：（毎年２回 ２月・８月） 

 

８ 衛生管理等 

⑴ 衛生管理について 

利用者の使用する施設、食器その他の設備又は引用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、 

衛生上必要な措置を講じます。 

⑵ 感染症対策マニュアル 

ノロウイルス・インフルエンザ等の感染症予防マニュアルを整備し、従業者に周知徹底しています。また、従 

業者への衛生管理に関する研修を定期的に行っています。 

⑶ 他関係機関との連携について 

事業所において食中毒及び感染症が発生し又は蔓延しないように必要な措置を講じます。また、食中毒及 

び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、 

常に密接な連携に努めます。 

 

９ 虐待の防止 

当事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

⑴ 虐待防止に関する担当者及び責任者を設置しています。 

⑵ 成年後見制度の利用を支援します。 

⑶ 苦情解決体制を整備しています。 

⑷ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。それらの研修等を通じて、従業

者の人権意識の向上や、知識・技術の向上に努めます。 

⑸ 個別支援計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

⑹ 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権利擁護に

取り組める環境の整備に努めます。 

 

１０ 身体的拘束 

当事業所は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。但し、自傷他害等のおそれがある場合など、 

利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。

しかし、その場合も速やかな解除に努めるとともに、理由を利用者本人に説明し同意を得た上で、 

次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、

拘束の時間、経過観察や検討内容を記録します。 

⑴ 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが   

考えられる場合に限ります。 

⑵ 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止するこ 

とができない場合に限ります。 

⑶ 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身 
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体拘束を解きます。 

 

 

１１ 地域との連携 

⑴ 運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めます。 

⑵ 当該サービスの提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民、地域包括支援センターの職員、当

該サービスに知見を有する者等により構成される協議会（以下、この項において「運営推進会議」と言いま

す。）を設置し、おおむね６月に１回以上運営推進会議を開催します。 

⑶ 運営推進会議に活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要

望、助言等を聴く機会を設けます。また、報告・評価・要望・助言等についての記録を作成し、公表します。 

 

１２ 業務継続計画の策定等 

⑴ 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する（介護予防）認知症対応型共同生活介護

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継

続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

⑵ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

するものとする。 

⑶ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

 

１３ 感染症予防及び感染拡大防止等の対応 

   事業の実施地域及び周辺地域の状況等を踏まえて、以下の対応を行う場合があります。この際には、事前連 

絡にてお知らせします。 

⑴ サービス提供時間の短縮・変更 

⑵ サービス提供の中止（休業） 

⑶ 感染症に伴う症状、また同居者等に同様の症状とのある場合の利用中止 

  

１４ サービス利用に当たっての留意事項 

⑴ 施設内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場 

合、弁償していただく場合があります。 

⑵ 建物及び敷地内は全面禁煙のため喫煙はご遠慮ください。 

⑶ 所持金品は、自己の責任で管理してください。 

⑷ 施設内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。 
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別紙１ 

 利用料金表 

１ 介護保険                                              令和６年６月１日現在 

 要介護度・加算 １割 ２割 ３割 

基本利用料 

７時間以上 

８時間未満 

（１日） 

要支援 １  ８６１ 円 １，７２２ 円 ２，５８３ 円 

要支援 ２  ９６１ 円 １，９２２ 円 ２，８８３ 円 

要介護 １  ９９４ 円 １，９８８ 円 ２，９８２ 円 

要介護 ２ １，１０２ 円 ２，２０４ 円 ３，３０６ 円 

要介護 ３ １，２１０ 円 ２，４２０ 円 ３，６３０ 円 

要介護 ４ １，３１９ 円 ２，６３８ 円 ３，９５７ 円 

要介護 ５ １，４２７ 円 ２，８５４ 円 ４，２８１ 円 

６時間以上 

７時間未満 

（１日） 

要支援 １  ７６０ 円 １，５２０ 円 ２，２８０ 円 

要支援 ２  ８５１ 円 １，７０２ 円 ２，５５３ 円 

要介護 １  ８８０ 円 １，７６０ 円 ２，６４０ 円 

要介護 ２ ９７４ 円 １，９４８ 円 ２，９２２ 円 

要介護 ３ １，０６６ 円 ２，１３２ 円 ３，１９８ 円 

要介護 ４ １，１６１ 円 ２，３２２ 円 ３，４８３ 円 

要介護 ５ １，２５６ 円 ２，５１２ 円 ３，７６８ 円 

加算（１日・１回） 

サービス提供体制強化加算Ⅰ   ２２ 円 ４４ 円 ６６ 円 

入浴介助加算Ⅰ ４０ 円 ８０ 円 １２０ 円 

若年性認知症利用者受入加算 ６０ 円 １２０ 円 １８０ 円 

加算（６ヵ月１回） 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ ２０ 円 ４０ 円 ６０ 円 

加算（３ヵ月１回） 生活機能向上連携加算Ⅰ １００ 円 ２００ 円 ３００ 円 

加算（１ヵ月） 

介 

生活機能向上連携加算Ⅱ ２００ 円 ４００ 円 ６００ 円 

科学的介護推進体制加算 ４０ 円 ８０ 円 １２０ 円 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 介護保険適用金額×１８．１％ 

 

２ 保険外 

食 費 昼食 ４４０ 円 ・ 夕食 ５００ 円   (食材料、食事提供にかかる費用) 

入浴物品 １回  １５０ 円（選択により、シャンプー・ボディソープ・タオル類を使用した時の費用） 

 

 


